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住民監査請求に対する監査結果をお知らせします 
（令和６年度川崎市議会議員海外視察に係る公金支出に関する住民監査請求） 

 
令和７年８月１９日付けで提出された住民監査請求について、川崎市監査委員は、

地方自治法第２４２条第５項の規定に基づき監査を実施し、その結果として、違法又

は不当な支出と認めることはできないものであるため、棄却となりましたので、次の

とおり概要をお知らせします。 
 
１ 請求人 

１団体 
 
２ 請求内容 

令和６年度川崎市議会議員海外視察に係る違法、不当な公金支出について、同視

察に参加した各川崎市議会議員に対して、約３，７１７万円の返還請求権を行使す

るよう川崎市長に対し勧告することを求める。 
 

３ 監査対象 

議会局 
 
４ 経過 

請求書受理日  令和７年８月１９日（火） 

監査結果公表日  令和７年１０月１５日（水） 
 
５ 監査結果 

本件支出について違法又は不当と認めることはできず、本件支出が違法又は不当

であるとの請求人の主張は理由がないから、本件措置請求については、これを棄却

する。 
 
 
※本件住民監査請求の結果については、本日１０月１５日（水）から市ホームペ

ージ ｢川崎市の監査｣－｢監査の結果等｣－｢住民監査請求 結果一覧｣ 

https://www.city.kawasaki.jp/920/page/0000122163.html に掲載しています。 
 
 
 
 

【問合せ先】 

○監査結果について 

川崎市監査事務局行政監査課 藤田 

電話（０４４）２００－３４３７ 

○関係課 

川崎市議会局総務部庶務課 大磯 
電話（０４４）２００－３３６６ 
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